
























①保証⾦の廃⽌
⽀払期⽇を経過してなお料⾦を⽀払われなかった場合等において、ご使用開始もしく
は再開に先⽴って、またはご使用継続の条件として、保証⾦を預けていただくこと
がある旨を規定しておりましたが、⾒直し以降は廃⽌します。

②不正使⽤時等の違約⾦の廃⽌
ガス⼯作物の改変等によって不正にガスを使用された場合等において、料⾦の全部
または一部の⽀払いを免れた際に、その免れた⾦額の３倍に相当する違約⾦を申し
受けておりましたが、⾒直し以降は廃⽌します。

③管轄裁判所の規定削除
ガス使用契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を第一審専属管轄裁判所と
定めていましたが、⾒直し以降は削除いたします。

３．⾒直しの概要

１．⾒直しの実施⽇
2026年４⽉１⽇

（１） 契約期間の定めの⾒直し

（２） 解約の予告等の⽅法の⾒直し

（３） その他の⾒直し

「ガス供給条件」でご契約いただいているお客さま
※このお知らせをお送りしているお客さまが対象となります

現在、「料⾦適用開始の⽇からその⽇が属する年度（4⽉1⽇から翌年の3⽉31⽇
までの期間をいいます。）」の末⽇までを契約期間としておりますが、これを「料⾦
適⽤開始の⽇から、廃⽌または解約によりガス使⽤契約が消滅する⽇までの期間」に
⾒直します。

なお、当社が使用契約条件に定める契約種別を終了する場合は、上記に定める契約
期間に関わらず、当該契約種別を終了する⽇とさせていただきます。

当社は、お客さまが料⾦を⽀払期⽇を経過してなお⽀払われない場合等において、
あらかじめその旨をお客さまにお知らせしたうえで、使用契約を解約することがあり
ますが、このお知らせについて、お客さまが正当な理由なく受け取られない場合、お
知らせのための書⾯を書留郵便にて発送し、書面を発送した⽇から 2 ⽇後にお知ら
せしたものとみなすことに⾒直します。

２．対象のお客さま

平素より、当社のガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、ガスのご契約に関する基本的な条件を定めた「ガス供給条件」の一部を⾒直します。

なお、今回の⾒直しに伴い、お客さまにご対応いただく事項はございません。

2026年４⽉１⽇から、ガス供給条件の⼀部を⾒直します
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４．お問い合わせについて

今回の⾒直し後のお客さまとのご契約の内容を定めた「ガス供給条件」は
当社ホームページでご確認ください。

• WEBからのお問い合わせ （お便りBOX）
お返事をさしあげるのに数⽇以上お時間をいただく場合がございます。

今回の変更は、業務効率性とお客さま満⾜度の向上を目的に⾏うものであり、お客さま
にご対応いただく事項はございません。

2026年４⽉１⽇から、ガス供給条件の⼀部を⾒直します

• ⽿や⾔葉が不⾃由なお客さまにつきましてはFAXを承っております。
【専用FAX】0120-879-575

• お電話でのお問い合わせ
0120-879-568

【営業時間】⽉曜⽇〜⾦曜⽇（休⽇を除く）９時〜17時

小売電気事業者登録番号 A0275
ガス小売事業者登録番号 A0004

福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号




